
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カフを用いて血圧測定を行なう血圧測定手段と、
生体の大動脈側の脈波上の時間間隔検出基準点を検出する時間間隔検出基準点検出手段と
、
前記大動脈側の脈波より遅れて現われる末梢血管側の脈波を検出する脈波検出手段と、
前記時間間隔検出基準点検出手段の検出出力と前記脈波検出手段の検出出力に基づいて脈
波伝播時間を計測する脈波伝播時間計測手段と、
前記血圧測定手段により測定された血圧値とこの血圧値が測定されたときの前記脈波伝播
時間計測手段により計測された脈波伝播時間の夫々の変動状態に基づいて前記血圧測定手
段により測定された血圧値が異常値か否かを判定し、該血圧値が異常値であると判断する
と前記血圧測定手段を制御して再度血圧測定を行なう制御手段と、
を備えたことを特徴とする血圧監視装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、手術室、集中治療室、救急処置室、人工透析室などにおいて患者の連続的な血
圧監視が必要な分野における血圧監視装置に係り、特に心電図、脈波及び血圧等の生体情
報の監視を行なう血圧監視装置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来、血圧の他に心電図及び脈波等の生体情報を監視する血圧監視装置が知られている。
これは一般的にバイタルサインモニタと呼ばれている。
この血圧監視装置には、被験者の腕や指に装着するカフおよびパルスオキシメータ用プロ
ーブ、被験者の胸部に装着する心電図電極がそれぞれ設けられており、夫々を被験者に装
着して血圧、心電図及び脈波を測定し、夫々の測定結果を表示する。この場合、カフ圧に
よる非観血血圧測定では、カフを巻いた部分の血管への負担を軽減するために一定間隔毎
に測定するようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の血圧監視装置にあっては、次のような問題点があった。
すなわち、カフ圧による非観血血圧測定では、測定中に被験者が動いたりカフ本体に触れ
たりなどした場合に測定値が異常な値になってしまうことがあるが、従来の血圧監視装置
ではその異常値もそのまま取り込んでしまうので、測定後の解析に支障をきたしていた。
また、途中で異常に気付いたとしても、再測定を手動で行なうことになるので、操作性が
あまり良くなかった。
【０００４】
そこで本発明は、カフ圧による非観血血圧測定における測定結果の異常を検出することが
できると共に、異常を検出した場合には自動で再測定を行なう血圧監視装置を提供するこ
とを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
以下、本発明の基本的な考え方を説明する。
非観血血圧測定には、上述したカフによる方法の他に脈波伝播時間を利用する方法がある
。この脈波伝播時間から血圧値を測定できる原理は次の通りである。図３に示すように、
指や耳などの末梢血管側では脈波のボトム値が大動脈波のボトム値より時間的に遅れて現
われるが、この遅れ時間が脈波伝播時間である。この場合、心電図波形のＲ波を基準とす
れば、脈波伝播時間はＲ波のトップ値が出現してから末梢血管側の脈波のボトム値が出現
するまでの時間になる。
【０００６】
脈波伝播時間を用いた血圧測定は、カフを用いるなど他の方法で血圧を測定し、この測定
結果を参照して校正を行なう必要がある。校正を行なった後、例えば血圧が上がると伝播
時間が短くなるので、このときの脈波伝播時間と校正時の脈波伝播時間との時間差で補正
をかけることにより血圧値が得られる。
一方、血圧値は次式によっても求めることができる。
Ｐ＝αＴ＋β
この場合、Ｔは脈波伝播時間、α、βは被験者固有のパラメータ値である。
被験者固有のパラメータ値α、βは、脈波伝播時間の校正時に求めることができる。
脈波伝播時間の校正において、例えば安静時と運動負荷時のそれぞれにおいて血圧と脈波
伝播時間を測定する。
【０００７】
ここで、安静時の血圧と脈波伝播時間をそれぞれＰ１　、Ｔ１　、運動負荷時の血圧と脈
波伝播時間をそれぞれＰ２　、Ｔ２　とすると、血圧Ｐ１　、Ｐ２　は、
Ｐ１　＝αＴ１　＋β　　　……（１）
Ｐ２　＝αＴ２　＋β　　　……（２）
で表わされる。したがって、これらＰ１　、Ｔ１　、Ｐ２　、Ｔ２　を測定することによ
り、上記２式よってα、βを算出することができる。そして、このα、βを一度求めれば
、以後脈波伝播時間を測定するだけでその被験者の血圧を測定することができる。なお、
異なる２つの血圧値を測定するにあたっては、安静時と運動負荷時でなくてもよく、異な
る血圧値が現われるときに２つの値を計測すれば良い。

10

20

30

40

50

(2) JP 3581975 B2 2004.10.27



【０００８】
このように、心電図と脈波とから血圧値を求めることができるので、従来の血圧監視装置
における心電図とパルスオキシメータによる脈波との時間差と、カフ圧による非観血血圧
測定における血圧値の夫々の変動状態に基づいて非観血血圧測定における血圧値が異常値
か否かを判定することが可能になる。そして、該血圧値が異常値であれば再度血圧を測定
を行なえば良い。
【０００９】
この原理に基づく請求項１の発明は、カフを用いて血圧測定を行なう血圧測定手段と、生
体の大動脈側の脈波上の時間間隔検出基準点を検出する時間間隔検出基準点検出手段と、
前記大動脈側の脈波より遅れて現われる末梢血管側の脈波を検出する脈波検出手段と、前
記時間間隔検出基準点検出手段の検出出力と前記脈波検出手段の検出出力に基づいて脈波
伝播時間を計測する脈波伝播時間計測手段と、前記血圧測定手段により測定された血圧値
とこの血圧値が測定されたときの前記脈波伝播時間計測手段により計測された脈波伝播時
間の夫々の変動状態に基づいて前記血圧測定手段により測定された血圧値が異常値か否か
を判定し、該血圧値が異常値であると判断すると前記血圧測定手段を制御して再度血圧測
定を行なう制御手段とを備えるものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の血圧監視装置の実施の形態について説明する。Ａ．血圧監
視装置の構成
図１は本発明に係る血圧監視装置の実施の形態の構成を示すブロック図である。この図に
おいて、カフ２は血圧の測定に使用されるものであり、被験者の上腕部または指に装着す
る。カフ２は排気弁３によってその内部が大気に対して開放または閉塞され、また加圧ポ
ンプ４によって空気が供給される。カフ圧力は圧力センサ５で測定され、その出力がカフ
圧検出増幅部６によって検出され、増幅される。このカフ圧検出増幅部６の出力はＡ／Ｄ
変換器７によってディジタル信号に変換された後、ＣＰＵ（中央処理装置）１に取り込ま
れる。ＣＰＵ１と排気弁３および加圧ポンプ４は出力インタフェース８により接続されて
いる。
【００１２】
心電図電極９は心電図信号の測定に使用されるものであり、被験者の胸部等に装着される
。心電図信号検出増幅部１０は心電図電極９によって被験者の心電図信号を検出し、増幅
して出力する。この心電図信号検出増幅部１０の出力はＡ／Ｄ変換器１１によってディジ
タル信号に変換された後、ＣＰＵ１に取り込まれる。パルスオキシメータ用プローブ１２
は血液中に溶け込んでいる酸素濃度の測定に使用されるものであり、被験者の指等に装着
される。
【００１３】
このパルスオキシメータ用プローブ１２には、血液中のヘモグロビンに影響する波長λ１
　の光を出力するＬＥＤ（発光ダイオード）と、ヘモグロビンに影響しない波長λ２　の
光を出力するＬＥＤ（発光ダイオード）と、波長λ１　の光を出力するＬＥＤからの光を
検出するホトトランジスタと、波長λ２　の光を出力するＬＥＤからの光を検出するホト
トランジスタとが設けられている。この場合、一対のＬＥＤとホトトランジスタの夫々は
、被験者の測定部位の大きさに応じた間隔で対向配置されている。
【００１４】
ＬＥＤ電流コントロール部１３はパルスオキシメータ用プローブ１２の波長λ１　の光を
出力するＬＥＤに流す電流を制御し、ＬＥＤ電流コントロール部１４はパルスオキシメー
タ用プローブ１２の波長λ２　の光を出力するＬＥＤに流す電流を制御するものである。
光電脈波信号検出増幅部１５は、パルスオキシメータ用プローブ１２の波長λ１　の光を
検出するホトトランジスタの出力から脈波信号を検出し、増幅して出力する。この光電脈
波信号検出増幅部１５の出力はＡ／Ｄ変換器１７によってディジタル信号に変換された後
、ＣＰＵ１に取り込まれる。
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【００１５】
光電脈波信号検出増幅部１６は、パルスオキシメータ用プローブ１２の波長λ２　の光を
検出するホトトランジスタの出力から脈波信号を検出し、増幅して出力する。この光電脈
波信号検出増幅部１６の出力はＡ／Ｄ変換器１８によってディジタル信号に変換された後
、ＣＰＵ１に取り込まれる。入力部１９は脈波伝播時間の校正指示やその校正時に使用す
る校正用の血圧値Ｐ１、Ｐ２の入力、及びカフ２による非観血血圧測定の再測定の基準と
なる閾値△ＢＰの入力等に使用される。
【００１６】
ＣＰＵ１は、Ａ／Ｄ変換器７、１１、１７、１８からの出力及び入力部１９からの出力に
基づいて処理プログラムを実行し、処理結果を出力手段の表示器２１に表示する。すなわ
ち、ＣＰＵ１は、一定時間毎に排気弁３及び加圧ポンプ４を制御し、その際に得られるＡ
／Ｄ変換器１１の出力に基づいて血圧値を算出して、その結果を表示器２２に表示する。
また、Ａ／Ｄ変換器１１の出力を取り込んで心拍数を算出し、心電図波形と共に表示器２
２に表示する。また、Ａ／Ｄ変換１７、１８の夫々の出力を取り込んで酸素飽和度を算出
すると共に脈波を測定し、夫々を表示器２２に表示する。
【００１７】
また、ＣＰＵ１は、カフ２による非観血血圧測定時に、心電図波形のＲ波のピーク値の出
現から脈波のボトム値の出現までの間の脈波伝播時間を計測し、その計測結果と脈波伝播
時間の校正時に得られた被験者固有のパラメータ値α、βとから血圧値を算出する。そし
て、この脈波伝播時間から求めた血圧値とカフ２による非観血血圧測定値との差を求め、
その差が予め決定した閾値以内であるか否かを判定し、閾値を超えていると判断すると、
カフ２による非観血血圧測定を再度行なう。
ＣＰＵ１に接続されるメモリ（ＲＯＭ）２０には処理プログラムが格納されており、また
メモリ（ＲＡＭ）２１には処理過程のデータが格納される。
【００１８】
上記カフ２、排気弁３、加圧ポンプ４、圧力センサ５、カフ圧検出増幅部６及びＡ／Ｄ変
換器７は血圧測定手段を構成する。また、ＲＡＭ２１は閾値記憶手段に対応する。また、
心電図電極９、心電図信号検出増幅部１０およびＡ／Ｄ変換器１１は時間間隔検出基準点
検出手段を構成する。また、パルスオキシメータ用プローブ１２、ＬＥＤ電流コントロー
ル部１３、１４、光電脈波信号検出増幅部１５、１６およびＡ／Ｄ変換器１７、１８は脈
波検出手段を構成する。また、ＣＰＵ１は演算手段及び制御手段に対応する。
【００１９】
Ｂ．血圧監視装置の動作
次に、上記構成による血圧監視装置の動作について、図２に示すフローチャートを参照し
ながら説明する。なお、この説明においては、脈波伝播時間の校正が既に行なわれていて
被験者固有のパラメータ値α、βがメモリ２１に書き込まれており、またカフ２による非
観血血圧測定の再測定の基準となる閾値△ＢＰもメモリ２１に書き込まれているものとす
る。
【００２０】
まず、ＣＰＵ１は、ステップＳ１でカフ２による非観血血圧測定を開始するタイミングか
否かを判定する。この判定において、非観血血圧測定開始タイミングでないと判断すると
このステップを繰り返し、同タイミングであると判断すると、ステップＳ２に進み、カフ
２による非観血血圧測定を開始する。次いで、ステップＳ３で脈波伝播時間Ｔ１　を計測
し、その結果をメモリ２１に書き込む。
脈波伝播時間Ｔ１　を計測した後、ステップＳ３で脈波伝播時間Ｔ１　から血圧値ＢＰ１
　を算出し、その結果をメモリ２１に書き込む。すなわち、メモリ２１に書き込まれてい
る脈波伝播時間Ｔ１　と被験者固有のパラメータ値α、βとを次式に代入して血圧値ＢＰ
１　を算出する。
Ｐ＝αＴ＋β
【００２１】
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脈波伝播時間Ｔ１　から血圧値ＢＰ１　を算出した後、ステップＳ５でカフ２による非観
血血圧測定による血圧値ＮＩＢＰ１　を得る。次いで、ステップＳ６で血圧値ＢＰ１　と
血圧値ＮＩＢＰ１　との差をとり、その絶対値がメモリ２１に書き込んだ閾値△ＢＰ以上
であるか否かを判定する。この判定において、血圧値ＢＰ１　と血圧値ＮＩＢＰ１　との
差の絶対値が閾値△ＢＰ以上であれば、カフ２による非観血血圧測定結果が異常であると
判断し、現在の測定値を排除した後、ステップＳ７で再度カフ２による非観血血圧測定を
行なう。そして、ステップＳ８で再測定による血圧値ＮＩＢＰ１　′を得ると、ステップ
Ｓ９でその血圧値ＮＩＢＰ１　′を表示器２２に表示する。
一方、上記ステップＳ６の判定において、血圧値ＢＰ１　と血圧値ＮＩＢＰ１　との差の
絶対値が閾値△ＢＰ以下であれば、カフ２による非観血血圧測定結果に異常がないものと
判断して、ステップＳ９で血圧値ＮＩＢＰ１　を表示する。
【００２２】
このように、この実施の形態では、カフ２による非観血血圧測定時に、心電図波形のＲ波
のピーク値の出現から脈波のボトム値の出現までの間の脈波伝播時間Ｔ 1 を計測し、その
結果Ｔ 1 と脈波伝播時間Ｔ 1 の校正時に得られた被験者固有のパラメータ値α、βとから
血圧値ＢＰ 1 を算出する。そして、この血圧値ＢＰ 1 とカフ２による非観血血圧測定によ
り得られた血圧値ＮＩＢＰ 1 との差の絶対値を求め、その値が予め決定した閾値ΔＢＰ以
内であるか否かを判定し、該閾値ΔＢＰを超えていると判断すると、再度カフ２による非
観血血圧測定を行ない、その結果得られた血圧値ＮＩＢＰ 1 ′を表示器２２に表示する。
したがって、カフ圧による非観血血圧測定において異常値が生じても、この異常値を取り
込まないので、信頼性の高い血圧測定値が得られ、測定後の解析に支障をきたす

。また、異常値が生じた場合には自動的に再測定を行なうので、手動で再測定する
手間が無くなり、操作性が良くなる。
【００２３】
なお、上記実施の形態では、カフ２による非観血血圧測定により得られた血圧値ＮＩＢＰ
１　と脈波伝播時間Ｔ１　により得られた血圧値ＢＰ１　との差が閾値△ＢＰ以内である
か否かを判定することでカフ２による非観血血圧測定結果が正常であるか否かを判断する
ようにしたが、カフ２による非観血血圧測定により得られる血圧値と脈波伝播時間の夫々
について変動状態を判断するようにしても良い。例えば、次ような例が挙げられる。
【００２４】
▲１▼カフ２による非観血血圧測定を行なったときに、そのときの血圧値がある値を超え
ていたが、同時に脈波伝播時間もある値を超えていれば、双方ともある値を超えているの
で、カフ２による非観血血圧測定結果が正常であると判断する。
▲２▼脈波伝播時間の変動が殆どないにもかかわらず、カフ２による非観血血圧測定結果
が変化していれば、非観血血圧測定結果が異常であると判断する。
▲３▼脈波伝播時間が変動しているにもかかわらず、カフ２による非観血血圧測定結果が
変動していなければ、非観血血圧測定結果が異常であると判断する。
【００２５】
【発明の効果】

記載の血圧監視装置によれば、カフ圧による非観血血圧測定において
異常値が生じても、この異常値を取り込まないので、信頼性の高い血圧測定値が得られ、
測定後の解析に支障をきたすことが略無くなる。また、異常値が生じた場合には自動的に
再測定を行なうので、手動で再測定する手間が無くなり、操作性が良くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る血圧監視装置の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】同実施の形態の血圧監視装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】脈波伝播時間を説明するための波形図である。
【符号の説明】
１　ＣＰＵ
２　カフ
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ことが無
くなる

本発明の請求項１に



３　排気弁
４　加圧ポンプ
５　圧力センサ
６　カフ圧検出増幅部
７、１１、１７、１８　Ａ／Ｄ変換器
９　心電図電極
１０　心電図信号検出増幅部
１２　パルスオキシメータ用プローブ
１３、１４　ＬＥＤ電流コントロール部
１５、１６　光電脈波信号検出増幅部
１９　入力部
２０　ＲＯＭ
２１　ＲＡＭ
２２　表示器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(6) JP 3581975 B2 2004.10.27



【 図 ３ 】
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